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平成二十二年三月十七日 
衆議院財務金融委員会

　政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一　我が国の優れた技術・ノウハウ・製品が統合されるパッケージとしての輸出、又は、これらが活用される海外におけ
るインフラ等の事業については、先進国、途上国を問わず、国際協力銀行がこれを積極的に支援し、我が国経済の成
長に更なる貢献をするよう国際協力銀行の機能を整備すること。
一　地球環境保全に加え、国際協力銀行が果たしてきた資源・エネルギー確保や国際競争力確保等の機能を適切に果た
すため、目的遂行のための信用の維持と業務の積極的展開が一貫した体制として可能となるよう、国際協力銀行のあ
り方について検討を加えること。

平成二十二年三月三十日 
参議院財政金融委員会

　政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一　我が国の優れた技術・ノウハウ・製品が統合されるパッケージとしての輸出、又は、これらが活用される海外におけ
るインフラ等の事業については、先進国、途上国を問わず、国際協力銀行がこれを積極的に支援し、我が国経済の成
長に更なる貢献をするよう国際協力銀行の機能を整備すること。
一　地球環境保全に加え、国際協力銀行が果たしてきた資源・エネルギー確保や国際競争力確保等の機能を適切に果た
すため、目的遂行のための信用の維持と業務の積極的展開が一貫した体制として可能となるよう、国際協力銀行の在
り方について検討を加えること。
一　今後の国際協力銀行の在り方の検討に当たっては、民業補完の観点に立って、国内金融業務及び国際協力銀行業務
における統合の効果、統合された各業務の役割・機能等について十分な検証を行うこと。
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